
はじめに 
 

栃木市は、平成３０年に「栃木市障がい福祉プラン」を

策定し、「すべての人が いきいきと暮らせる やさしさ

あふれるまち とちぎ」を基本理念に、障がい福祉の推進

を図ってまいりました。 

福祉の持続可能性を踏まえ、自助・互助・共助・公助の

バランスと充実を念頭に、障がいのある人もない人も共

に支え合い、すべての市民が安心して暮らしていける共

生社会の実現を目指しています。 

平成３１年４月には、県内自治体に先駆けて「栃木市共

生社会実現のための障がい者差別解消推進条例」を施行し、障がいを理由とする

差別の解消に向けての必要な事項、障がいの特性に応じた情報保障や差別に関す

る問題解決に向けた手続きなどを定め、同時に「栃木市手話言語条例」を施行し、

手話に対する理解の促進と手話の普及を進めるため、窓口に手話通訳士を配置し

ました。 

さらに、令和元年７月には、全国でも珍しい取組みである障がい者の一人暮ら

し体験事業をスタートさせ、同年８月には「栃木市つながる安心まるわかりブッ

ク」を作成し、医療的ケアが必要な方のために情報発信をしています。 

近年の急激な社会環境の変化により、人々の暮らしの中で、様々な生活課題が

絡み合い、複雑化し、障がい者・高齢者・児童や女性等の単一の制度や施策によ

る対応では解決困難なものが増え、多機関協働による包括的な相談支援が必要に

なってきました。 

本計画は、６年間の期間で策定された「栃木市障がい福祉プラン」の後期３年

間の目標値を示しています。障がい児者を取り巻く環境の改善・充実を図り、障

がいを理由とする差別の解消や社会的障壁の除去のための合理的配慮が実践で

きるような取組みに発展するように努めてまいります。 

結びに、本計画の策定にあたりご尽力いただきました栃木市社会福祉施策推進

委員会の皆様をはじめ、アンケート調査や計画策定にご協力をいただきました多

くの市民の皆様に、心から感謝を申し上げます。 

 

令和３年３月 

栃木市長  大 川 秀 子 
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